
   綾瀬市学校給食費負担軽減補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への影響を踏まえ、

綾瀬市立の小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減

するため、学校給食費（学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１１条第２項

に規定する学校給食費をいう。）に対して学校給食費負担軽減補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関す

る規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号）に規定するもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、綾瀬市立学校給食センター条例（昭和４１

年綾瀬町条例第１０号）第２条により設置された綾瀬市立学校給食センターの所長

（以下「給食センター所長」という。）とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費は、綾瀬市立の小学校及び中学校に就学する児童及

び生徒の保護者が現に負担する学校給食費（令和５年９月分から令和６年３月分ま

でに限る。）の２分の１の額（その額に１円未満の端数があるときは、これを１円

に切り上げるものとする。）とする。ただし、次に掲げる者についてそれぞれ支給

される学校給食費に係る扶助等の額を除く。 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者の

うち同条第１項に規定する被保護者（同法第１３条に規定する教育扶助のうち学

校給食費に相当する扶助を支給されている者に限る。） 

 (2) 綾瀬市就学援助要綱（平成２３年４月１日施行）第３条の規定により就学援助

の対象となる準要保護者（同要綱別表に規定する学校給食費を支給されている者

に限る。） 

 (3) 前２号に掲げる者のほか、他の法令等の規定により学校給食費に相当する費用

の援助を受けている者 

（交付申請） 

第４条 給食センター所長は、補助金の交付を受けようとするときは、学校給食費負



担軽減補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

(1) 学校給食費負担軽減補助金事業計画書（第２号様式） 

(2) 児童生徒の人数が確認できる書類 

(3) 補助対象外児童生徒（前条各号に掲げる者をいう。第８条において同じ。）の

人数が確認できる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の

可否を決定するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、学校給食費負担軽減補助金交付決定通

知書（第３号様式）により通知するものとする。 

 （補助金の交付方法） 

第６条 補助金の交付は月ごとに行うものとする。 

２ 給食センター所長は、交付を受けようとする月分の前月の末日までに学校給食費

負担軽減補助金交付請求書（第４号様式）に学校給食費負担軽減補助金交付決定通

知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に補助金の交付を請求す

るものとする。 

３ 市長は、前項の請求を受けたときは、各月の１５日までに補助金を交付しなけれ

ばならない。 

 （補助金の変更） 

第７条 第５条の規定により補助金の交付を決定した後、補助金の対象となる経費に

変更が生じたことにより、補助金を増額し、又は減額する必要があると認めるとき

は、給食センター所長は、学校給食費負担軽減補助金変更交付申請書（第５号様式 

）に学校給食費負担軽減補助金事業計画書（変更交付申請時）（第６号様式）その

他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の増

額又減額の可否を決定するものとする。 

３ 市長は、補助金の増額又は減額を決定したときは、学校給食費負担軽減補助金変

更交付決定通知書（第７号様式）により通知するものとする。 



４ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による増額した補助金の交付につい

て準用する。この場合において、同条第２項中「交付を受けようとする月分の前月

の末日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第３項中「各月の１５日まで」と

あるのは「請求を受けた日から１５日以内」と読み替えるものとする。 

（補助金の実績報告書） 

第８条 給食センター所長は、補助金の交付を受けた会計年度の終了後の最初の４月

１５日までに、学校給食費負担軽減補助金実績報告書（第８号様式）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

  (1) 学校給食費負担軽減補助金実施状況報告書（総括表）（第９号様式） 

  (2) 学校給食費負担軽減補助金実施状況個票（各月分）（第１０号様式） 

  (3) 児童生徒の人数が確認できる書類 

 (4) 補助対象外児童生徒の人数が確認できる書類 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金

の額を確定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、学校給食費負担軽減補

助金確定通知書（第１１号様式）により給食センター所長に通知するものとする。 

３ 第６条第３項の規定により交付した額（第７条第４項の規定により準用する第６

条第３項の規定による増額した補助金を含む。）（以下この項において「既交付額 

」という。）が第１項の規定により確定した補助金の額（以下この項において「確

定額」という。）に満たないときは、市長はその差額を交付し、既交付額が確定額

を超えるときは、給食センター所長はその差額を直ちに市長に返還するものとする。 

４ 第６条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により市長が交付する補助金につ

いて準用する。この場合において、同条第２項中「交付を受けようとする月分の前

月の末日までに」とあるのは「直ちに」と、同条第３項中「各月の１５日まで」と

あるのは「請求を受けた日から１５日以内」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 



   附 則 

 この要綱は、令和５年８月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 綾瀬市長 殿 

 

学校給食センター        

所長              

 

学校給食費負担軽減補助金の交付を受けたいので、綾瀬市学校給食費負担軽減補助

金交付要綱第４条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 交付申請額               円 

 

２ 月別交付申請額 

交付対象月 交付申請額 

９月分 円 

１０月分 円 

１１月分 円 

１２月分 円 

１月分 円 

２月分 円 

３月分 円 

 

３ 添付書類 

 (1) 学校給食費負担軽減補助金事業計画書（第２号様式） 

 (2) 児童生徒の人数が確認できる書類 

 (3) 補助対象外児童生徒（第３条各号）の人数が確認できる書類 



第２号様式（第４条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金事業計画書 

 

区分 

児童生徒数 

(R5.4.1 時点) 

（A） 

    
補 助 対 象 

児童生徒数 

（A）－（B） 

給食の種類 

  

補助対象経費 

（C） 

補助申請額 

（C）× 1/2 
補助対象外となる児童生徒数（B） 

種 類 別 

児童生徒数 

単価 

（月額） 長期 

欠席者等 

要保護 
（第３条第１号 

凖要保護 
（第３条第２号） 

他の法令等 
（第３条第３号） 

小学校   

 

   

完全給食  4,400 円   

牛乳停止  3,750 円   

牛乳のみ  650 円   

小 計   

中学校   

 

   

完全給食  4,900 円   

牛乳停止  4,250 円   

牛乳のみ  650 円   

小 計   

合 計          

（補足） 

・「長期欠席者等」は、長期欠席、アレルギー対応等により保護者から学校給食費を徴収しない児童生徒の数の合計数を記入すること。 

（添付書類） 

・令和５年４月１日時点の児童生徒数が確認できる書類 

・令和５年４月１日時点の要保護者（第３条第１号）、凖要保護者（第３条第２号）及び他の法令等による援助者（第３条第３号）の見込み人数が確認できる書類 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金交付決定通知書 

 

年  月  日  

 

 学校給食センター所長 殿 

 

綾瀬市長        印    

 

     年  月  日付けで申請があった学校給食費負担軽減補助金について、

次のとおり決定したので、綾瀬市学校給食費負担軽減補助金交付要綱第５条第２項の

規定により通知します。 

 

１ 交付決定額               円 

 

２ 月別交付額 

交付対象月 交付額 

９月分 円 

１０月分 円 

１１月分 円 

１２月分 円 

１月分 円 

２月分 円 

３月分 円 

   

※ 交付対象月の前月の末日までに学校給食費負担軽減補助金交付請求書（第４号

様式）を提出すること。 

 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金交付請求書 

 

年  月  日  

 

 綾瀬市長 殿 

 

学校給食センター        

所長              

 

年  月  日付けで（変更の）交付決定を受けた学校給食費負担軽減補

助金について、綾瀬市学校給食費負担軽減補助金交付要綱（第７条第４項及び第９条

第４項の規定により準用する）第６条第２項の規定により、次のとおり交付を請求し

ます。 

交 付 決 定 額  
（変更交付決定額） 

円 

既 交 付 額 円 

補助事業に要した費用 
（ 確 定 額 ）  

円 

交 付 請 求 額 
（   月 分 ） 

円 

添 付 書 類 
(1) 学校給食費負担軽減補助金交付決定通知書の写し 

(2) 

(3) 

口 座 

フ リ ガ ナ   

口座名義人   

金 融 機 関 

コ ー ド 
  

金融機関名   支 店 名   

預 金 種 目   口 座 番 号   

 



第５号様式（第７条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金変更交付申請書 

 

年  月  日  

 

 綾瀬市長 殿 

 

学校給食センター        

所長              

 

学校給食費負担軽減補助金の増額（減額）の必要がありますので、綾瀬市学校給食

費負担軽減補助金交付要綱第７条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添えて

申請します。 

 

 

１ 既交付決定額                円 

 

２ 増額（減額）                円 

 

３ 変更交付申請額               円 

   

４ 添付書類 

 (1) 学校給食費負担軽減補助金事業計画書（変更交付申請時）（第６号様式） 

 (2) 児童生徒の人数が確認できる書類 

 (3) 補助対象外児童生徒（第３条各号）の人数が確認できる書類 

 

 

 

 



第６号様式（第７条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金事業計画書（変更交付申請時） 

 

区分 

児童生徒数 

(R . . 時点) 

（A） 

    
補 助 対 象 

児童生徒数 

（A）－（B） 

給食の種類 

  

補助対象経費 

（C） 

補助申請額 

（C）× 1/2 
補助対象外となる児童生徒数（B） 

種 類 別 

児童生徒数 

単価 

（月額） 長期 

欠席者等 

要保護 
（第３条第１号 

凖要保護 
（第３条第２号） 

他の法令等 
（第３条第３号） 

小学校   

 

   

完全給食  4,400 円   

牛乳停止  3,750 円   

牛乳のみ  650 円   

小 計   

中学校   

 

   

完全給食  4,900 円   

牛乳停止  4,250 円   

牛乳のみ  650 円   

小 計   

合 計          

（補足） 

・「長期欠席者等」は、長期欠席、アレルギー対応等により保護者から学校給食費を徴収しない児童生徒の数の合計数を記入すること。 

（添付書類） 

・変更交付申請を行う日が属する月の１日時点の児童生徒数が確認できる書類 

・令和６年３月末日時点の要保護者（第３条第１号）、凖要保護者（第３条第２号）及び他の法令等による援助者（第３条第３号）の見込み人数が確認できる書類 



第７号様式（第７条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日  

 

 学校給食センター所長 殿 

 

綾瀬市長        印    

 

     年  月  日付けで変更交付申請があった学校給食費負担軽減補助金に

ついて、次のとおり決定したので、綾瀬市学校給食費負担軽減補助金交付要綱第７条

第３項の規定により通知します。 

 

１ 既交付決定額               円 

 

２ 変更交付申請額               円 

 

３ 変更交付決定額               円 

 

４ 月 別 交 付 額（変更後） 

交付対象月 交付額 

９月分 円 

１０月分 円 

１１月分 円 

１２月分 円 

１月分 円 

２月分 円 

３月分 円 

※ 補助金が増額となった場合は、速やかに学校給食費負担軽減補助金交付請求書

（第４号様式）を提出すること。 



第８号様式（第８条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 

 綾瀬市長 殿 

 

学校給食センター        

所長              

 

    年  月  日付けで（変更の）交付決定を受けた学校給食費負担軽減補

助金に係る実績について、綾瀬市学校給食費負担軽減補助金交付要綱第８条の規定に

より次のとおり報告します。 

交 付 決 定 額 

（変更交付決定額） 
円  

既 交 付 額 円 

補助事業に要した費用 

（ 確 定 額 ） 
円 

追 加 支 給 す べ き 額 

又は 

返 還 す べ き 額 

円 

添 付 書 類 

(1) 学校給食費負担軽減補助金実施状況報告書（総括

表）（第９号様式） 

(2) 学校給食費負担軽減補助金実施状況個票（各月分）

（第１０号様式） 

(3) 令和５年９月から令和６年３月までの各月１日時点

の児童生徒数が確認できる書類 

(4) 令和５年９月から令和６年３月までの補助対象外児

童生徒（第３条各号）の人数が確認できる書類 



第９号様式（第８条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金実施状況報告書（総括表） 

 

区分 給食の種類 

 
補助対象経費 

（A） 
補助額 

（A）× 1/2 単価 

小学校 

完全給食 4,400 円   

牛乳停止 3,750 円   

牛乳のみ 650 円   

日割 255 円   

月途中の要保護等 －   

小 計   

中学校 

完全給食 4,900 円   

牛乳停止 4,250 円   

牛乳のみ 650 円   

日割 285 円   

月途中の要保護等 －   

小 計   

合 計   

（補足） 

 学校給食費負担軽減補助金の補助対象となった期間について、月ごとに作成した学

校給食費負担軽減補助金実施状況個票（第１０号様式）を基に作成してください。 

 

 



第１０号様式（第８条関係） 

学校給食費負担軽減補助金実施状況個票（  月分） 

区分 

児童生徒数 

(R . . 時点) 

（A） 

     
補 助 対 象 

児童生徒数 

(A)-(B)+(C) 

給食の種類 

  

補助対象経費 

（D） 

補助額 

（D）× 1/2 
補助対象外となった児童生徒数（B） 日割とした

児童生徒数 

（C） 

種 類 別 

児童生徒数 
単価 長期 

欠席者等 
要保護 

（第３条第１号）

凖要保護 
（第３条第２号）

他の法令等 
（第３条第３号） 

小学校        

完全給食  4,400 円   

牛乳停止  3,750 円   

牛乳のみ  650 円   

日割 
（延べ人数）  255 円   

月途中に要保護

等となった者  －   

小 計   

中学校        

完全給食  4,900 円   

牛乳停止  4,250 円   

牛乳のみ  650 円   

日割 
（延べ人数）  285 円   

月途中に要保護
等となった者  －   

小 計   

合 計           

（補足説明） 

・この実施状況個票は、学校給食費負担軽減補助金の補助対象となった期間について、月ごとに作成してください。 

・（A）の欄は、各月１日時点の児童生徒数を記入してください。 

・月の途中で新たに要保護児童等として補助対象外となった児童生徒数が発生した場合は、(B)の欄に計上せず、当該児童生徒の保護者が負担すべき給食費（当該月において（B）によ

る支給額を控除した額）の合計額を補助対象経費（D）の欄に記入すること。 

 



第１１号様式（第９条関係） 

 

学校給食費負担軽減補助金確定通知書 

 

 

年  月  日  

 

 学校給食センター所長 殿 

 

綾瀬市長        印    

 

     年  月  日付けで実績報告があった学校給食費負担軽減補助金につい

て、その補助額を次のとおり確定したので、綾瀬市学校給食費負担軽減補助金交付要

綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

 

１ 交 付 決 定 額               円 

（変更交付決定額） 

 

２ 既 交 付 額               円 

 

３ 確 定 額               円 

 

４ 追 加 支 給 額               円 
又は 

返還すべき額 

 

 （補足） 

 ・追加支給額がある場合は、学校給食費負担軽減補助金交付請求書（第４号様式）

を提出してください。 

 ・返還すべき額がある場合は、市長の指示に従い、直ちに返還してください。 


